
証券コード：6969
(電子提供措置の開始日） 2023年６月２日

(発信日） 2023年６月13日

株 主 各 位
大阪府豊中市千成町３丁目５番３号

代表取締役社長 常 俊 清 治

第74回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案

内申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット

上の下記ウェブサイトに「第74回定時株主総会招集ご通知」及び「その他の

電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載して

おりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスの上、ご確認下さいます

ようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

https://www.ncc-matsuo.co.jp/ir/ir_event/general_meeting/

また、電子提供措置事項は、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイト

にも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイトにアクセスし、銘柄名（会社名）

又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」を選択の上、「基本情報」・「縦覧書類／

PR情報」をご確認下さいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、株主総会の議決権行使につきましては、当日ご出席されない場合は、

書面（郵送）による事前行使を行っていただきますようお願い申し上げます。

その場合は、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討下さいま

して、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2023年６月28日

（水曜日）正午までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具
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記

1. 日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時

2. 場 所 大阪府大阪市北区梅田１丁目８番８号

ヒルトン大阪 ４階 金山華の
キンザンカ

間

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 第74期(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)事業報告の内容及び計算書類の内容

報告の件

決 議 事 項

第１号議案 監査役１名選任の件

第２号議案 補欠の監査役１名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますよ
うお願い申し上げます。

◎会社法改正により、電子提供措置事項について前記の各ウェブサイトにアクセスの上、ご確
認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面で
お送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわら
ず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、個別注記表につきましては、法令及び当社定款第17条の規
定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対
象の一部であります。

◎議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたもの
として取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東
証ウェブサイトに掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本株主総会当日のご来場につきましては、開催日時点
の感染状況やご自身の体調をご勘案の上、ご検討いただきますようお願い申し上げます。
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事 業 報 告

（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

1. 会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度のエレクトロニクス業界の状況は、新型コロナウイルス感染症に伴

う行動制限が緩和され経済活動の正常化が進んでおりますが、一方でロシアによ

るウクライナ侵攻をめぐる国際情勢不安の長期化、急激な為替変動、原材料価格

やエネルギー価格の高騰など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような環境のもとで、当社は、「成長への転換」をテーマとした中期経営計

画（2022年３月期から2024年３月期まで）の２年目を迎えました。

当社の売上高につきましては、前年同期に比べてタンタルコンデンサは微減と

なり、回路保護素子は微増となり、合計で微減となりました。その主な要因は、

タンタルコンデンサは、産業用電子機器向けのリード付きタンタルコンデンサの

需要の減少によるものであり、回路保護素子は、リチウムイオン電池向けの高電

流ヒューズの需要が減少したものの、カーエレクトロニクス向けの需要が増加し

たことによるものです。

その結果、当事業年度の当社の業績は、売上高は4,649百万円（前年同期比1.3

％減少）となり、損益につきましては、原材料価格の高騰等に対して生産効率の

改善に努めましたものの、光熱費及び研究開発費の増加により営業利益546百万円

（前年同期比14.8％減少）、経常利益528百万円（前年同期比7.0％減少）となりま

した。なお、当期純利益は独占禁止法等関連損失の計上額が減少したことにより

306百万円（前年同期比530百万円改善）となりました。

当事業年度の事業別の概況は、次のとおりです。

①タンタルコンデンサ事業

タンタルコンデンサ事業につきましては、産業用電子機器向けのリード付きタ

ンタルコンデンサの需要が減少しました。この結果、タンタルコンデンサ事業

の売上高は、3,333百万円（前年同期比2.3％減少）となり、総売上高に占める

比率は71.7％（前年同期比0.7ポイント低下）となりました。

②回路保護素子事業

回路保護素子事業につきましては、リチウムイオン電池向けの高電流ヒューズ

の需要の減少があったものの、カーエレクトロニクス向けの需要が増加しまし

た。この結果、回路保護素子事業の売上高は、1,108百万円（前年同期比0.1％

増加）となり、総売上高に占める比率は23.8％（前年同期比0.3ポイント上昇）

となりました。

③その他

その他の売上高は、207百万円（前年同期比8.2％増加）となり、総売上高に占

める比率は4.5％（前年同期比0.4ポイント上昇）となりました。
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(2) 設備投資の状況

当事業年度の設備投資の総額は、357百万円で、主として回路保護素子の増産設

備に投資を行いました。

(3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題

次期2024年３月期は2021年１月に策定しました中期経営計画の最終年度となり

ます。本中期経営計画においては、継続的な新製品開発・生産・販売による再成

長を目標とし、持続可能な収益構造を確立し、業績を向上させることを課題とし

ております。この課題に対応するため下記の施策に取り組んでまいります。

① 売上高に占める新製品比率の向上を図る。

② 生産効率を改善し原価低減を図る。

③ 製品セグメント別に棚卸資産管理を行う。

④ 回路保護素子のラインアップ拡充と増産を行う。

⑤ 導電性高分子タンタルコンデンサの超低ＥＳＲ品の量産化を図る。

なお、当社は、コンデンサ製品の取引に関して海外における民事訴訟の提起を

受けていますが、引き続きこれに適切に対応する所存です。
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(5) 財産及び損益の状況の推移

期 別

区 分

第71期 第72期 第73期
第74期

（当事業年度）

(2019年４月１日
2020年３月31日

～)(2020年４月１日
2021年３月31日

～)(2021年４月１日
2022年３月31日

～)(2022年４月１日
2023年３月31日

～)
千円 千円 千円 千円

売 上 高 3,659,006 3,803,820 4,709,382 4,649,491
千円 千円 千円 千円

経 常 利 益 21,497 233,949 568,133 528,390
千円 千円 千円 千円

当 期 純 利 益 △193,136 134,471 △223,941 306,632
円 円 円 円

１株当たり当期純利益 △75.15 52.32 △83.73 95.60
千円 千円 千円 千円

総 資 産 5,532,421 5,601,940 6,426,884 6,923,666
千円 千円 千円 千円

純 資 産 1,564,437 1,698,855 1,974,142 2,280,629

(注) 1. △は損失を示します。
2. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数

に基づき算出しております。
3. 当社は、2022年１月31日付で、第三者割当増資に伴い普通株式638,000株を新規発行

しました。
4. 第71期及び第73期に当期純損失が発生した主たる要因は、独占禁止法等関連損失の計

上によるものです。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

該当事項はありません。

③事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

④親会社等との取引に関する事項

当社は、その他の関係会社である釜屋電機株式会社とは営業上の取引関係があ

りますが、その取引条件は市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、価格交

渉のうえ決定しております。また、当社取締役会を中心とした当社独自の意思

決定を行っており、意思決定手続については問題ないものと考えております。

(7) 主要な事業内容

当社は小型高信頼度コンデンサ及び回路保護素子の製造販売を主な事業として

おります。品質第一をモットーとする当社では、国際的にトップレベルの品質を

追求し、また、小型化、高機能化、低価格化、環境課題への対応等の顧客ニーズ

に対応し、カーエレクトロニクス分野・電気計測器・医療機器・宇宙衛星等にご

採用いただいております。
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(8) 主要な事業所

本 社 大阪府豊中市

営 業 所 東日本営業拠点 神奈川県大和市

中部日本営業拠点 愛知県安城市

西日本営業拠点 大阪府豊中市

工 場 福知山工場 京都府福知山市

本社工場 大阪府豊中市

島根工場 島根県出雲市
（注）営業所の呼称は、拠点名で表記しています。

東日本営業拠点は、2022年７月に上記の場所に移転しました。

(9) 従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減

239
名

-2
名

(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,176,680
千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 623,698
千円

株式会社商工組合中央金庫 282,837
千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 210,632
千円

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 200,000
千円

株式会社日本政策金融公庫 200,000
千円

(11) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

(12) 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

(13) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(14) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(15) その他会社の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項

①発行可能株式総数 10,000,000株

②発行済株式の総数 3,210,000株

③株主数 2,638名

④大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

釜 屋 電 機 株 式 会 社 840
千株

26.19
％

松 尾 電 機 投 資 会 210 6.57

松 井 証 券 株 式 会 社 170 5.31

松 尾 浩 和 137 4.29

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 116 3.62

CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG
SUB AC/UCITS CUSTOMERS ACCOUNT

115 3.59

株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ証券 105 3.30

松尾電機従業員持株会 93 2.93

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 55 1.71

後 藤 秀 彰 37 1.15

(注) 持株比率は、自己株式（2,660株）を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等

氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

常 俊 清 治 代表取締役社長 執行役員

網 谷 嘉 寛 常 務 取 締 役 執行役員総務経理部門長

石 井 啓 之 取 締 役
（重要な兼職の状況）
公認会計士

張 瑞 宗 取 締 役

(重要な兼職の状況)
WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION
研発事業部 執行副総兼研発長
釜屋電機株式会社 代表取締役会長
日通工エレトロニクス株式会社 取締役
エルナープリンテッドサーキット株式会社 取締役

陳 培 真 取 締 役

（重要な兼職の状況）
Global Brands Manufacturing Ltd.董事長室 協理
Inpaq Technology Co.,Ltd.董事長
釜屋電機株式会社 取締役

周 立 取 締 役

花 田 靜 夫 監 査 役（常勤）

岡 本 健 監 査 役

平 泉 憲 一 監 査 役
（重要な兼職の状況）
弁護士

陳 明 清 監 査 役

(重要な兼職の状況)
釜屋電機株式会社 財務経理部部長
エルナープリンテッドサーキット株式会社 取締役
双信電機株式会社 監査等委員

(注) 1. 2022年６月29日開催の第73回定時株主総会において、当社は、企業経営に精通し必

要とされる見識を有していることを理由として常俊清治を取締役候補者とし、同氏

は取締役に再選され就任いたしました。

2. 2022年６月29日開催の第73回定時株主総会において、当社は、管理的業務に精通し
必要とされる見識を有していることを理由として、網谷嘉寛を取締役候補者とし、
同氏は取締役に再選され就任いたしました。

3. 2022年６月29日開催の第73回定時株主総会において、当社は、電子部品会社におけ
る豊富な経験と知見及び経営者としての実績を当社取締役会の監督機能強化に活か
すことができることを理由として、張瑞宗を取締役候補者とし、同氏は、取締役に
選任され就任いたしました。

4. 2022年６月29日開催の第73回定時株主総会において、当社は、経営者としての実績
を当社取締役会の監督機能強化に活かすことができることを理由として、陳培真を
取締役候補者とし、同氏は、取締役に選任され就任いたしました。

5. 2022年６月29日開催の第73回定時株主総会において、当社は、中華民国（台湾）に
おける経済行政及び日本における外交機関経験の実績を当社取締役会の監督機能強
化に活かすことができることを理由として、周立を取締役候補者とし、同氏は、取
締役に選任され就任いたしました。
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6. 2022年６月29日開催の第73回定時株主総会において、当社は、当社生産部門で管理
会計に関する業務を経験し、当該業務内容に精通していることを理由として、花田
靜夫を監査役候補者とし、同氏は、監査役に選任され就任いたしました。

7. 2022年６月29日開催の第73回定時株主総会において、当社は、財務・会計の分野に
おける高度な専門知識と豊富な経験を生かして当社の経営全般に関する監査及び助
言をいただけることを理由として、陳明清を監査役候補者とし、同氏は、監査役に
選任され就任いたしました。

8. 2022年６月29日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって、岸下学及び宮田智彦
は取締役を辞任により退任いたしました。

9. 2022年６月29日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって、林信綱は監査役を任
期満了により退任いたしました。

10. 監査役花田靜夫は、管理会計に関する業務の経験を有しており、財務・会計に関す
る適切な知見を有するものであります。

11. 監査役陳明清は、重要な兼職先で財務経理部部長の要職にあり、財務・会計に関す
る適切な知見を有するものであります。

12. 取締役 石井啓之、取締役 張瑞宗、取締役 陳培真及び取締役 周立の各氏は、社外
取締役です。また、当社は石井啓之及び周立の両氏を、独立役員として株式会社東
京証券取引所へ届け出ております。

13. 監査役 岡本健、監査役 平泉憲一及び監査役 陳明清の各氏は、社外監査役です。ま
た、当社は岡本健及び平泉憲一の両氏を、独立役員として株式会社東京証券取引所
へ届け出ております。

<ご参考>当社は、執行役員制度を導入しており、2023年１月開催の取締役会において、各担
当業務遂行に必要な見識等を有していることを理由として、以下のとおり取締役を
兼務しない執行役員を選任し、各氏は、2023年３月に就任いたしました。

氏 名 担当及び重要な兼職の状況

岸 下 学 執行役員生産部門長

宮 田 智 彦 執行役員営業部門長

山 地 正 人 執行役員経営・調達管理部門長兼内部監査室長

平 塚 伸 彦 執行役員品質保証部門長

岡 田 一 人 執行役員開発部門長
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役 石井啓之、社外取締役 張瑞宗、社外取締役 陳培真及び社
外取締役 周立、社外監査役 岡本健、社外監査役 平泉憲一及び社外監査役 陳明
清との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、法令が規定する額であります。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会
社との間で締結しており、2023年３月に更新しました。当該保険契約では、取締
役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る
請求を受けることによって生ずる損害について填補する内容となっています。た
だし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生ずる損害は
填補されないなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約の被保険者は、当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保

険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等
①取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとし
て十分に機能するよう株主の長期的利益と連動した報酬体系とし、個々の取締
役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方
針としており、当該基本方針は、取締役会で決議されております。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬及び業績
連動報酬により構成し、社外取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場で
監督機能を担う観点から、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬等に関する事項の決定プロセスは、社長、総務担当役員及び１名
以上の社外取締役で構成される報酬委員会からの社内規程に基づく答申により
取締役会で決定されております。
また、当社の監査役の報酬等の額は、監査役の協議により決定することが監査
役の協議により決定しております。
なお、役員に対するストックオプション制度は採用せず、役員退職慰労金制度
は既に廃止しました。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員報酬については、1989年６月29日開催の第40回定時株主総会の決議に、取
締役の報酬額は月額9,000千円以内（決議当時の員数６名）、監査役の報酬額は
月額2,500千円以内（決議当時の員数３名）とされました。

③取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断
した理由
取締役の個人別報酬等の額は、報酬委員会が十分に審議・承認した役位別支給
基準等に関する内容が答申されていることから、取締役会も基本的にその原案
を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
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⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額
（千円）

対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

77,370
(17,550）

64,716
(17,550)

12,654
(-)

―
(-)

8
(4)

監査役
（うち社外監査役）

22,350
(11,550）

22,350
(11,550)

―
（-)

―
(-)

5
(3)

(注) 1. 上記取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2. 上記の取締役の員数及び報酬等の額には、2022年６月29日開催の第73回定時株主総会終

結の時をもって退任した取締役２名を含んでおります。
3. 上記の監査役の員数及び報酬等の額には、2022年６月29日開催の第73回定時株主総会終

結の時をもって退任した監査役１名を含んでおります。
4. 業績連動報酬等については以下のとおりです。
・業務執行取締役の業績連動報酬は、事業年度ごとに当社の業績を勘案して決定される現
金報酬とします。

・業績連動報酬に係る指標とその値は、客観性及び透明性の観点から営業利益とし、中期
経営計画等と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会
の答申を踏まえた見直しを行うものとします。

・業績連動報酬の算定方法については、原則として、外部公表の業績予想数値及び直近の
月次決算の動向による営業利益を指標とし、上記の取締役の報酬等に関する事項の決定
プロセスに基づき決定します。当事業年度の営業利益は546百万円となりました。

・なお、上記で算定した営業利益の数値と本決算による営業利益の数値の乖離が大きい場
合等は、定時株主総会終了後の取締役会で、その時点の業績動向も含めて見直しを行う
ものとします。

5. 非金銭的報酬等について該当事項はありません。
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(5) 社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係
社外取締役 張瑞宗

取締役 張瑞宗氏は、WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION研発事業部の執行副総
兼研発長及び釜屋電機株式会社の代表取締役会長を兼務しており、当社と両
社との間には営業上の取引関係があります。また、日通工エレクトロニクス
株式会社及びエルナープリンテッドサーキット株式会社の取締役を兼務して
いますが、当社と両社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役 陳培真
取締役 陳培真氏は、釜屋電機株式会社の取締役を兼務しており、当社と当
該会社との間には営業上の取引関係があります。また、Global Brands
Manufacturing Ltd.董事長室の協理及びInpaq Technology Co.,Ltd.の董事
長を兼務していますが、当社と両社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 陳明清
監査役 陳明清氏は、釜屋電機株式会社の財務経理部部長を兼務しており、
当社と当該会社との間には営業上の取引関係があります。また、エルナープ
リンテッドサーキット株式会社の取締役及び双信電機株式会社の監査等委員
を兼務していますが、当社と両社の間には特別な利害関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況
社外取締役 石井啓之
当事業年度中に開催された取締役会15回すべてに出席し、必要に応じ、公認
会計士、税理士として会社財務・税務に関する高い経験、見識等を活かして、
客観的立場で経営を監督する役割を果たすため、専門的見地から発言を行っ
ております。

社外取締役 張瑞宗
昨年６月に取締役に就任した後に開催された当事業年度中の取締役会11回す
べてに出席し、必要に応じ、電子部品会社における豊富な経験と知見及び経
営者としての実績等を活かして、客観的立場で経営を監督する役割を果たす
ため、専門的見地から発言を行っております。

社外取締役 陳培真
昨年６月に取締役に就任した後に開催された当事業年度中の取締役会11回の
うち10回に出席し、必要に応じ、経営者としての実績等を活かして、客観的
立場で経営を監督する役割を果たすため、専門的見地から発言を行っており
ます。

社外取締役 周立
昨年６月に取締役に就任した後に開催された当事業年度中の取締役会11回す
べてに出席し、必要に応じ、経済行政及び外交機関経験の実績等を活かして、
客観的立場で経営を監督する役割を果たすため、専門的見地から発言を行っ
ております。

社外監査役 岡本健
当事業年度中に開催された取締役会15回、監査役会14回すべてに出席し、必
要に応じ、金融機関業務経験者として高い経験、見識等を活かして、経営全
般に対して監査及び助言する役割を果たすため、専門的見地から発言を行っ
ております。

社外監査役 平泉憲一
当事業年度中に開催された取締役会15回、監査役会14回すべてに出席し、必
要に応じ、弁護士として高い経験、見識等を活かして、経営全般に対して監
査及び助言する役割を果たすため、専門的見地から発言を行っております。
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社外監査役 陳明清
昨年６月に監査役に就任した後に開催された取締役会11回、監査役会10回す
べてに出席し、必要に応じ、財務・会計の分野における高度な専門知識と豊
富な経験等を活かして、経営全般に対して監査及び助言する役割を果たすた
め、専門的見地から発言を行っております。

③社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 石井啓之
同氏は、当社の指名委員会及び報酬委員会の委員でもあり、業務執行者から
独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしております。

社外取締役 張瑞宗
同氏は、当社の指名委員会及び報酬委員会の委員でもあり、業務執行者から
独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしております。

社外取締役 陳培真
同氏は、当社の指名委員会及び報酬委員会の委員でもあり、業務執行者から
独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしております。

社外取締役 周立
同氏は、当社の指名委員会及び報酬委員会の委員でもあり、業務執行者から
独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしております。

④上記内容に関する社外役員の意見
該当事項はありません。
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5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 23,000千円

(注) 1. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を
踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における監査の職務状況、報
酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第
１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額
と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分で
きないことから、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。

②当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 23,000千円

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判

断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、

当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人

を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた

します。

(5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

会社法及び金融商品取引法に基づく内部統制システム構築に関する基本方針及

び当該体制の運用状況は次のとおりです。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

①代表取締役社長は、取締役及び執行役員（以下、総称して本項において「役員」

という）の中からコンプライアンス管理担当役員を指名する。

②コンプライアンス管理担当役員は、当社のコンプライアンス管理体制を構築す

る責任と権限を有し、各役員は自己の分掌範囲においてコンプライアンス管理

体制を整備する。

③コンプライアンス最優先の一環として、社会的秩序や健全な活動に脅威を与え

る反社会的勢力に対して、統轄部署を設置し、警察署及び顧問弁護士等と連携

し、断固とした姿勢で臨み、一切の関係を遮断する。

④代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し当社の内部監査体制を構築する。

(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

次の経営管理システムを用いて取締役の職務執行の効率性を確保する。

①役員により構成される経営会議を開催し会社に影響を及ぼす重要事項の審議及

び部門ごとの目標と実績の進捗管理を実施する。

②経営環境の変化により迅速に対応するために執行役員制度の機能の充実を図る。

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、取締役の職務の執行に係る重要書類については10年以上保管するも

のとし必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①代表取締役社長は、役員の中からリスク管理担当役員を指名する。

②リスク管理担当役員は、当社のリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、

各役員は自己の分掌範囲においてリスク管理体制を整備する。

(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が使用人を求めた場合は職務を補助するスタッフを配置し、そのスタッ

フは監査役の指示、命令により業務を遂行する。
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(6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関

する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

①監査役は、代表取締役社長及び会計監査人と必要に応じて会合を行う。

②監査役は、経営会議その他重要な会議に出席し、必要に応じて当社の取締役及

び使用人から報告及び意見を求めることができる。

③役員は、法令及び定款に違反する行為を発見した場合、会社に著しい損害ある

いは不利益が生じた場合等は監査役に報告する。

④監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱い

を受けることを禁止する。

⑤監査役が、監査役の職務を執行する上で必要な費用の前払い等の請求をしたと

きは、速やかに当該費用又は債務を支払うものとする。

(7) 財務報告の信頼性を確保するための体制

①代表取締役社長は、役員の中から内部統制システム運用責任者を指名する。

②内部統制システム運用責任者は、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす

可能性のある情報の信頼性を確保すべく明確な職務分掌、内部監査体制を構築

する。

③内部統制システム運用責任者は、資産の取得、使用及び処分を正当な手続き及

び承認の下で行うために明確な規程、職務分掌、内部監査体制を構築する。

(8) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①代表取締役社長が、コンプライアンス管理担当役員及びリスク管理担当役員を

指名し通達で職制を通じて周知している。

②役員により構成される経営会議を定期的に開催し、コンプライアンス管理担当

役員及びリスク管理担当役員がそれぞれの事項を文書で報告している。

③取締役会を定期的に開催し、監査役も出席した上で取締役や使用人の職務の執

行が法令及び定款に適合していること並びに取締役の職務の執行が効率的に行

われていることを確認している。
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貸 借 対 照 表

（2023年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
千円 千円

資 産 の 部 6,923,666 負 債 の 部 4,643,036
流 動 資 産 4,773,669 流 動 負 債 2,780,622

現 金 及 び 預 金 2,057,297 支 払 手 形 20,681

受 取 手 形 29,208 電 子 記 録 債 務 228,761

電 子 記 録 債 権 490,896 買 掛 金 209,334

売 掛 金 809,649 短 期 借 入 金 1,430,000

製 品 556,602 １年内償還予定の社債 22,600

仕 掛 品 388,966 １年内返済予定の長期借入金 197,491

原材料及び貯蔵品 387,617 リ ー ス 債 務 22,206

前 払 費 用 18,156 未 払 金 378,467

そ の 他 35,273 未 払 費 用 170,506

未 払 法 人 税 等 16,589
預 り 金 8,400

設備関係支払手形 75,584

固 定 資 産 2,149,996 固 定 負 債 1,862,413
有形固定資産 1,755,581 社 債 75,900

建 物 363,434 長 期 借 入 金 967,856

構 築 物 12,454 長 期 未 払 金 236,720

機 械 及 び 装 置 487,074 リ ー ス 債 務 96,219

車 両 運 搬 具 299 退 職 給 付 引 当 金 477,810

工具、器具及び備品 79,670 資 産 除 去 債 務 7,908

土 地 687,308

リ ー ス 資 産 107,234 純 資 産 の 部 2,280,629

建 設 仮 勘 定 18,106 株 主 資 本 2,280,629

無形固定資産 188,775 資 本 金 2,469,365

借 地 権 21,411 資 本 剰 余 金 552,439

ソ フ ト ウ ェ ア 165,878 資 本 準 備 金 552,439
そ の 他 1,485 利 益 剰 余 金 △ 738,890

投資その他の資産 205,639 その他利益剰余金 △ 738,890

投 資 有 価 証 券 15,000 繰越利益剰余金 △ 738,890

出 資 金 200 自 己 株 式 △ 2,285

長 期 前 払 費 用 6,414

繰 延 税 金 資 産 163,710

そ の 他 20,315

資 産 合 計 6,923,666 負債純資産合計 6,923,666

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 4,649,491

売 上 原 価 3,175,366

売 上 総 利 益 1,474,124

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 927,281

営 業 利 益 546,843

営 業 外 収 益

受 取 利 息 36

受 取 配 当 金 500

為 替 差 益 2,515

そ の 他 2,084 5,135

営 業 外 費 用

支 払 利 息 20,416

社 債 利 息 421

そ の 他 2,750 23,588

経 常 利 益 528,390

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 30,511

独 占 禁 止 法 等 関 連 損 失 267,469 297,980

税 引 前 当 期 純 利 益 230,409

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,806

法 人 税 等 調 整 額 △ 85,028 △ 76,222

当 期 純 利 益 306,632

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 2,469,365 552,439 552,439 △1,045,522 △1,045,522

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 306,632 306,632

自 己 株 式 の 取 得

当 期 変 動 額 合 計 - - - 306,632 306,632

当 期 末 残 高 2,469,365 552,439 552,439 △738,890 △738,890

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △2,140 1,974,142 1,974,142

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 306,632 306,632

自 己 株 式 の 取 得 △145 △145 △145

当 期 変 動 額 合 計 △145 306,487 306,487

当 期 末 残 高 △2,285 2,280,629 2,280,629

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2023年５月19日

松尾電機株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 柏 木 忠 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 池 田 哲 雄 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、松尾電機株式会社の2022年４月１

日から2023年３月31日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい

て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第74期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議、経営計画・部門計画発表会その他重要な
会議にオンライン形式の活用も含めて出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されてい
る取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社
の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いた
しました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受けました。以上の方
法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。なお、新型コロナウイルス感染症については従業員の安全確保及
び事業継続のための適切な対応がとられており、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されているその他の関係会社との取引について、同取引をするに当たり当社
の利益を害さないように留意した事項及び同取引が当社の利益を害さないかどうかについ
ての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月22日
松尾電機株式会社 監査役会
常勤監査役 花田 靜夫 ㊞
社外監査役 岡本 健 ㊞
社外監査役 平泉 憲一 ㊞
社外監査役 陳 明清 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 監査役１名選任の件

監査役 岡本健及び平泉憲一の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となり

ます。つきましては、内部監査部門との連携を含む当社の監査体制の現況に鑑み、

監査役監査の実効性を引き続き確保できるものと判断したため、監査役を１名減

員の３名体制（うち、社外監査役２名）として、監査役１名の選任をお願いいた

したいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ておりま

す。

当社監査役会は、誠実な人格、高い識見、能力及び倫理観を有し、特に法律、

会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する人物を監

査役として選定することを基本方針とし、最低1名は、財務・会計に関する十分な

知見を有する者を含めることとしています。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

※
ちん めい いー

陳 明 怡

（1973年６月22日生）

1999年９月 FAT CAPITAL MANAGEMENT Taipei,Taiwan

アシスタントマネージャー

-

2002年８月 INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENT CORPORATION.
Taipei,Taiwan 副社長

2018年10月 TAIWAN BIOMATERIAL COMPANY LIMITED
Hsinchu, Taiwan 最高財務責任者

2019年９月 INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENT CORPORATION.
Taipei,Taiwan 副社長（現任）

(重要な兼職の状況）

INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENT CORPORATION

Taipei,Taiwan 副社長

社外監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要

陳明怡氏は、金融アナリストとして高度な専門知識と豊富な

経験により十分な知見を有しており、その経験を生かして当

社の経営全般に関する監査及び助言をいただけると判断し、

新たに社外監査役候補者としております。

(注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. ※印は新任候補者であります。
3. 陳明怡氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏の選任が承認された場合は、当社は

同氏を独立役員とする予定であります。
4. 当社は、陳明怡氏の選任が承認された場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
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5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しており、2023年３月に更新しました。当該保険契約では、取締役及び監査役がその職
務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる
損害について填補する内容となっています。ただし、法令違反の行為であることを認識して
行った行為に起因して生ずる損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保
険契約の被保険者は、当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その
保険料を全額当社が負担しており、本議案において陳明怡氏の選任が承認可決されますと、
陳明怡氏は当該保険の被保険者に含められることになります。なお、次回更新時にも同内容
で更新予定です。
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（ご参考）取締役及び監査役のスキルマトリックス

第１号議案が原案どおり承認可決された場合、以下のとおりとなります。

氏名 地位
現任/
再任/
新任

社外
・

独立性

企業
経営

国際
経験

事業
戦略
・

マーケ
ティン
グ

製造
・
研究
開発

財務
・
会計

コンプ
ライア
ンス
・

リスク
管理

常俊 清治 代表取締役社長
執行役員 現任 〇 〇 〇 〇 〇

網谷 嘉寛 常務取締役
執行役員 現任 〇 〇 〇

張 瑞宗 取締役 現任 社外 〇 〇 〇 〇 〇 〇

陳 培真 取締役 現任 社外 〇 〇 〇 〇 〇

周 立 取締役 現任 独立
社外 〇 〇

花田 靜夫 常勤監査役 現任 〇 〇 〇

陳 明清 監査役 現任 社外 〇 〇 〇

陳 明怡 監査役 新任 独立
社外 〇 〇 〇 〇 〇
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第２号議案 補欠の監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、あらかじめ補欠の監

査役として１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、補欠の監査役の選任の効力は、就任前に限り監査役会の同意を得て、取

締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ておりま

す。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

おか もと たけし

岡 本 健

（1954年10月20日生）

1977年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱
ＵＦＪ銀行）入行

1,724株

2007年12月 ＭＵフロンティア債権回収株式会社入社

2012年６月 ＭＵフロンティア債権回収株式会社大
阪統括専務

2017年10月 ＭＵフロンティア債権回収株式会社退社

2019年６月 当社監査役就任

2023年６月 当社監査役退任（予定）

補欠の監査役候補者とした理由及び期待される役割
の概要

金融機関業務経験者として高い見識を有し、かつ

４年間当社の社外監査役として、当社の取締役会

及び監査役会等に出席しその職責を適切に遂行し

ていることから、補欠の監査役として適任と判断

したためであります。

(注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 岡本健氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、当社は、同氏が社外監査役に就任

した場合、株式会社東京証券取引所の規則等に定める独立役員とする予定であります。
3. 岡本健氏が社外監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。

4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しており、2023年３月に更新しました。当該保険契約では、取締役及び監査役がその職
務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる
損害について填補する内容となっています。ただし、法令違反の行為であることを認識して
行った行為に起因して生ずる損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保
険契約の被保険者は、当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その
保険料を全額当社が負担しており、岡本健氏が社外監査役に就任した場合、岡本健氏は当該
保険の被保険者に含められることになります。なお、次回更新時にも同内容で更新予定で
す。

以 上
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ENT

OSAKA

株主総会会場ご案内図

場 所
大阪府大阪市北区梅田１丁目８番８号

ヒルトン大阪 ４階 金山華の
キンザンカ

間

電 話 (06)6347－7111（代表）

[交通のご案内]

ＪＲ「大阪駅」より徒歩約２分

阪神電車「大阪梅田駅」より徒歩１分

阪急電車「大阪梅田駅」より徒歩７分

大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」より徒歩１分

大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」より徒歩５分

2023年05月26日 13時24分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）


